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衆議院 議院運営委員会委員長 佐藤 勉様 

刑法改正による性犯罪の厳罰化の早急な実現に向けた要望書 

  

日々のご精励に敬意を表します。 

与党は、「組織犯罪処罰法改正案」の審議を「刑法性犯罪改正案」より先行させ、「組織

犯罪処罰法改正案」について、６日からの審議入りを合意したと報じられています。 

刑法性犯罪の改正案の審議を後回しにすることは、性犯罪・性暴力被害者のことなど後回

しにしてもいいのだと国会が宣言することです。性犯罪・性暴力は「魂の殺人」と言われま

す。性犯罪・性暴力は文字通り命に係わる緊急・切迫した課題です。 

今回の改正は実に１１０年ぶりであり、性犯罪の厳罰化が実現すれば大きな抑止力になり

ます。今回の改正案では、親告罪の撤廃と監護者わいせつ罪、監護者性交等罪の新設により、

未成年や１８歳未満の、近親者から被害にあっても逃げられない被害者が救済されます。ま

た、被害者や加害者の性差をなくし、肛門性交や口腔性交を膣性交と同等に扱う強制性交等

罪にすることで、これまでどんなに深刻な被害にあっても声を上げられなかった男性・セク

シュアルマイノリティの性犯罪・性暴力被害に光が当たります。これまで被害を訴えられな

くさせられていた若年の被害者、男性・セクシュアルマイノリティを、これ以上、放置し続

けることは人権の観点から決して許されることではありません。 

このように、性犯罪の厳罰化は一刻を争う事案であることから、「刑法の一部を改正する

法律案」を早急に審議していただけるようお願いを申し上げます。合わせて、議員立法「性

暴力被害者支援法案」も早急に審議し、成立できるようお取りはからいをお願い致します。 

 

記 

 

１．「刑法の一部を改正する法律案」の審議を「組織犯罪処罰法改正案」より先行させ、一

刻も早く刑法改正による性犯罪の厳罰化を実現させること。 
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